
 

○都市計画法（昭和四十三年法律第百号） 

 

（傍線部分は改正部分） 

改    正    案 現        行 

 

（地区計画等） 

第十二条の四 都市計画区域については、都市計

画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるもの

とする。 

 

（地区計画等） 

第十二条の四 都市計画区域については、都市計

画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるもの

とする。 

一・二 略 一・二 略 

三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関

する法律（平成二十年法律第   号）第三十一

条第一項の規定による歴史的風致維持向上地区計

画 

 

 

 

四・五 略 三・四 略 

２ 略 ２ 略 

 

（防災街区整備地区計画等について都市計画に定

めるべき事項） 

第十二条の十三 防災街区整備地区計画、歴史的

風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地

区計画について都市計画に定めるべき事項は、第

十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律

で定める。 

 

（防災街区整備地区計画等について都市計画に定

めるべき事項） 

第十二条の十三 防災街区整備地区計画、沿道地

区計画及び集落地区計画について都市計画に定め

るべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもの

のほか、別に法律で定める。 

 

（都市計画基準） 

第十三条 都市計画区域について定められる都市

計画（区域外都市施設に関するものを含む。次項

において同じ。）は、国土形成計画、首都圏整備

計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北

海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計

画又は地方計画に関する法律に基づく計画（当該

都市について公害防止計画が定められているとき

は、当該公害防止計画を含む。第三項において同

じ。）及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施

設に関する国の計画に適合するとともに、当該都

市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて

、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業

に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある

 

（都市計画基準） 

第十三条 都市計画区域について定められる都市

計画（区域外都市施設に関するものを含む。次項

において同じ。）は、国土形成計画、首都圏整備

計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北

海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計

画又は地方計画に関する法律に基づく計画（当該

都市について公害防止計画が定められているとき

は、当該公害防止計画を含む。第三項において同

じ。）及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施

設に関する国の計画に適合するとともに、当該都

市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて

、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業

に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある



 

整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的

に定めなければならない。この場合においては、

当該都市における自然的環境の整備又は保全に配

慮しなければならない。 

整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的

に定めなければならない。この場合においては、

当該都市における自然的環境の整備又は保全に配

慮しなければならない。 

一～十五 略 一～十五 略 

十六 歴史的風致維持向上地区計画は、地域にお

けるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活

動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物

及びその周辺の市街地とが一体となって形成して

きた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに土

地の合理的かつ健全な利用が図られるように定め

ること。 

十七～十九略 

 

 

 

 

 

十六～十八 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 都市再開発方針等、第八条第一項第四号の二

、第五号の二、第六号、第八号及び第十号から第

十六号までに掲げる地域地区、促進区域、被災市

街地復興推進地域、流通業務団地、市街地開発事

業、市街地開発事業等予定区域（第十二条の二第

一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。）、

防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区

計画、沿道地区計画並びに集落地区計画に関する

都市計画の策定に関し必要な基準は、前三項に定

めるもののほか、別に法律で定める。 

４ 都市再開発方針等、第八条第一項第四号の二

、第五号の二、第六号、第八号及び第十号から第

十六号までに掲げる地域地区、促進区域、被災市

街地復興推進地域、流通業務団地、市街地開発事

業、市街地開発事業等予定区域（第十二条の二第

一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。）、

防災街区整備地区計画、沿道地区計画並びに集落

地区計画に関する都市計画の策定に関し必要な基

準は、前三項に定めるもののほか、別に法律で定

める。 

５・６ 略 ５・６ 略 

（都市計画の図書） 

第十四条 略 

２ 計画図及び計画書における区域区分の表示又

は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有

する者が、自己の権利に係る土地が区域区分によ

り区分される市街化区域若しくは市街化調整区域

のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域

に含まれるかどうかを容易に判断することができ

るものでなければならない。 

（都市計画の図書） 

第十四条 略 

２ 計画図及び計画書における区域区分の表示又

は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有

する者が、自己の権利に係る土地が区域区分によ

り区分される市街化区域若しくは市街化調整区域

のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域

に含まれるかどうかを容易に判断することができ

るものでなければならない。 

一～十一 略 一～十一 略 



 

十二 歴史的風致維持向上地区計画の区域（歴史

的風致維持向上地区計画の区域の一部について地

域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律第三十一条第三項第三号に規定する土地の区域

又は歴史的風致維持向上地区整備計画（同条第二

項第四号の規定による歴史的風致維持向上地区整

備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項

において同じ。）が定められているときは、歴史

的風致維持向上地区計画の区域及び当該定められ

た土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計

画の区域） 

 

十三・十四 略 十二・十三 略 

３ 略 

 

３ 略 

 

 （都市計画の変更）  

第二十一条 都道府県又は市町村は、都市計画区

域又は準都市計画区域が変更されたとき、第六条

第一項若しくは第二項の規定による都市計画に関

する基礎調査又は第十三条第一項第十九号に規定

する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必

要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進

地区に関する都市計画についてその目的が達成さ

れたと認めるとき、その他都市計画を変更する必

要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変

更しなければならない。 

２ 略 

（都市計画の変更）  

第二十一条 都道府県又は市町村は、都市計画区

域又は準都市計画区域が変更されたとき、第六条

第一項若しくは第二項の規定による都市計画に関

する基礎調査又は第十三条第一項第十八号に規定

する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必

要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進

地区に関する都市計画についてその目的が達成さ

れたと認めるとき、その他都市計画を変更する必

要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変

更しなければならない。 

２ 略 

 

（開発許可の基準） 

第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請が

あつた場合において、当該申請に係る開発行為が

、次に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定

められているときは、当該条例で定める制限を含

む。）に適合しており、かつ、その申請の手続が

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反

していないと認めるときは、開発許可をしなけれ

ばならない。 

 

（開発許可の基準） 

第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請が

あつた場合において、当該申請に係る開発行為が

、次に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定

められているときは、当該条例で定める制限を含

む。）に適合しており、かつ、その申請の手続が

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反

していないと認めるときは、開発許可をしなけれ

ばならない。 

一～四 略 一～四 略 

五 当該申請に係る開発区域内の土地について地

区計画等（次のイからホまでに掲げる地区計画等

の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項

五 当該申請に係る開発区域内の土地について地

区計画等（次のイからニまでに掲げる地区計画等

の区分に応じて、当該イからニまでに定める事項



 

が定められているものに限る。）が定められてい

るときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設

計が当該地区計画等に定められた内容に即して定

められていること。 

が定められているものに限る。）が定められてい

るときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設

計が当該地区計画等に定められた内容に即して定

められていること。 

イ・ロ 略 イ・ロ 略 

ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維

持向上地区整備計画 

 

ニ・ホ 略 ハ・ニ 略 

六～十四 略 六～十四 略 

２～８ 略 ２～８ 略 

 


